IWC2026「SAKE部門」ひろしま開催ロゴマーク使用取扱要領


（目的）
第１条　この要領は、IWC2026「SAKE部門」ひろしま開催実行委員会（以下「実行委員会」という。）が定めたIWC2026「SAKE部門」ひろしま開催ロゴマーク（以下「ロゴマーク」という。）を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

（権限）
第２条　ロゴマークに関する一切の権限は、実行委員会が所有する。

（ロゴマークの使用）
第３条　ロゴマークの使用について、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、実行委員会は無償で使用させることができるものとする。
（１）IWC2026「SAKE部門」ひろしま開催及び広島県産日本酒に関する理解や普及に寄与すると認められるとき。
（２）実行委員会からの広報啓発活動への協力依頼に基づき使用するとき。
（３）IWC2026「SAKE部門」ひろしま開催に関する報道に使用するとき。
（４）その他実行委員会がIWC2026「SAKE部門」ひろしま及び広島県産日本酒に関する理解や普及に寄与すると認めるとき。

（使用申請）
第４条　ロゴマークを使用しようとする者は、あらかじめIWC2026「SAKE部門」ひろしま開催ロゴマーク使用許可申請書（様式第１号）を実行委員会に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者が使用するときは、これを省略することができる。
（１）国又は地方公共団体（公社等を含む。）
（２）報道機関
（３）その他実行委員会が特に適当と認める者
２　前項第１号及び第３号のいずれかに該当する者がロゴマークを使用したときは、使用した月の翌月までにIWC2026「SAKE部門」ひろしま開催ロゴマーク使用報告書（様式第２号）を実行委員会に提出するものとする。

（使用許可）
第５条　実行委員会は、前条の規定による許可申請があった場合は、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、ロゴマークの使用を許可するものとする。
（１）IWC2026「SAKE部門」ひろしま開催の趣旨に反するおそれがあるとき。
（２）法令及び公序良俗に反するものと認められるとき。
（３）特定の政治、思想、宗教の活動に利用されるおそれがあるとき。
（４）ロゴマークを正しい使用方法に従って使用しないおそれがあるとき。
（５）自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用し、又は使用するおそれのあるとき。
（６）使用目的が明らかでないとき。
（７）その他実行委員会が不適当と認めるとき。
２　実行委員会は、前項の規定による許可をするときは、許可番号を付した上でIWC2026「SAKE部門」ひろしま開催ロゴマーク使用許可書（様式第３号）により、当該申請者に通知するものとする。
３　実行委員会は、第１項の規定による許可に際し、条件を付することができる。
４　実行委員会は、第１項の規定による許可をしないときは、ロゴマーク使用不許可書（様式第４号）により、当該申請者に通知するものとする。

（使用上の遵守事項）
第６条　ロゴマークを使用する者（以下「使用者」という。）は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
（１）許可された用途にのみ使用し、許可条件に従うこと。
（２）許可を受けた権利を第三者に譲渡又は転貸しないこと。
（３）別に定める規格及びカラーに従って適正に使用すること。
（４）ロゴマークを使用する物件の完成見本を速やかに実行委員会に提出すること。ただし、完成見本の提出が困難なものについては、その写真の提出をもって代えることができるものとする。
（５）ロゴマークを使用した物件の使用に当たっては、事故等が発生しないよう万全の配慮を行うこと。
事故等が発生した場合は、誠意をもって必要な措置を講じた上、直ちに実行委員会に報告すること。なお、当該物件を原因とする事故に対しては、実行委員会は一切の責任を負わない。
（６）使用許可された物件について、商標及び意匠登録の出願をしないこと。

（使用期限）
第７条　ロゴマークの使用期限は、使用を許可した日から、原則として令和９年３月31日までとする。

（許可内容の変更）
第８条　使用者が、許可された内容について変更しようとする場合は、あらかじめIWC2026「SAKE部門」ひろしま開催ロゴマーク使用内容変更申請書（様式第４号）を実行委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
２　実行委員会は、使用を許可した内容の変更を許可するときは、ロゴマーク使用内容変更許可書（様式第５号）により、当該使用者に通知するものとする。
３　実行委員会は、使用を許可した内容の変更を許可しないときは、ロゴマーク使用内容変更不許可書（様式第６号）により、当該使用者に通知するものとする。
４　第１項の申請については、第３条から前条までの規定を準用する。

（許可の取消し）
第９条　実行委員会は、使用者が本取扱要領及び許可内容に違反していると認められる場合は、使用条件の変更を求めるほか、当該許可を取り消し、当該許可に係る物件の回収を命ずることができる。
２　前項の規定により許可を取り消された使用者は、当該許可に係る物件を使用してはならない。
３　第１項の規定により当該許可に係る物件の回収を命ぜられた使用者は、速やかに当該許可に係る物件を回収しなければならない。
４　実行委員会は、許可を得ずにロゴマークを使用している者又は使用しようとしている者に対して、そのロゴマークの使用停止及び使用に係る物件の回収を求める等適切な措置をとることができる。
５　実行委員会は、前各号の規定による許可の取消し等により使用者等に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。


（損失補償等の責任）
第10条　実行委員会は、ロゴマークの使用に係る損失の補償等について、一切の責任を負わないものとする。

（その他）
第11条　この要領に定めるもののほか、ロゴマークの使用の取扱いについて必要な事項は、実行委員会が別に定める。

附 則
この要領は、令和８年３月３日から施行する。



様式第１号（第４条第１項関係）

令和 年 月 日

IWC2026「SAKE部門」ひろしま開催実行委員会会長 様


申請者住所（所在地）
氏名(名称及び代表者名)
連絡先（担当者名、電話番号）



IWC2026「SAKE部門」ひろしま開催ロゴマーク使用許可申請書


下記のとおり、ロゴマークを使用したいので、IWC2026「SAKE部門」ひろしま開催ロゴマーク使用取扱要領第４条第１項の規定により申請します。
なお、使用にあたっては、同要領に定める事項を遵守します。


１ 申請内容
	使 用 目 的
	

	使用対象物件
	

	使 用 方 法
	（種類・規格・数量等）


	使 用 期 間
	令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

	作 成 数
	



２ 添付書類
・企画書（デザイン、レイアウト図、原稿、設計図等）
・申請者の概要が分かるもの（２回目以降は、内容に変更がなければ省略可）
・その他参考となる資料



様式第２号（第４条第２項関係）

令和 年 月 日

IWC2026「SAKE部門」ひろしま開催会長 様


申請者住所（所在地）
氏名(名称及び代表者名)
連絡先（担当者名、電話番号）


IWC2026「SAKE部門」ひろしま開催ロゴマーク使用報告書


下記のとおり、ロゴマークを使用したので、IWC2026「SAKE部門」ひろしま開催ロゴマーク使用取扱要領第４条第２項の規定により報告します。


１ 使用内容
	使 用 目 的
	

	使用対象物件
	

	使 用 期 間
	令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

	作 成 数
	

	許 可 年 月 日
	

	許 可 番 号
	


　※許可年月日及び許可番号については、申請による許可を受けたもののみ記入すること。
※使用対象物件が複数ある場合は、一覧表（様式任意）による報告も可。

２ 添付書類
・使用状況が分かる写真等
・その他参考となる資料



様式第３号（第５条第３項関係）

令和 年 月 日

様


IWC2026「SAKE部門」ひろしま開催実行委員会会長


IWC2026「SAKE部門」ひろしま開催ロゴマーク使用許可書


令和 年 月 日付けで申請のあった、ロゴマークの使用について、IWC2026「SAKE部門」ひろしま開催ロゴマーク使用取扱要領第５条第２項の規定により下記のとおり許可します。


[bookmark: _GoBack]１　許可内容は、ロゴマーク使用許可申請書のとおりとする。

２　IWC2026「SAKE部門」ひろしま開催ロゴマーク使用取扱要領を遵守すること。

３　許可番号を付記すること。
	許可番号
	I実承認第  号




４　使用期間は、令和　年　月　日から令和　年　月　日までとする。

５　条件
	


※条件は、許可に際し、条件を付する場合に記載



様式第４号（第５条第４項関係）

令和　年　月　日

様


IWC2026「SAKE部門」ひろしま開催実行委員会会長


IWC2026「SAKE部門」ひろしま開催ロゴマーク使用不許可書


令和 年 月 日付けで申請のあった、ロゴマークの使用については、下記の理由により不許可とします。


１ 不許可対象物件


２ 不許可とする理由




様式第４号（第８条第１項関係）

令和　年　月　日

IWC2026「SAKE部門」ひろしま開催実行委員会会長 様


申請者住所（所在地）
氏名(名称及び代表者名) 
連絡先（担当者名、電話番号）


IWC2026「SAKE部門」ひろしま開催ロゴマーク使用内容変更申請書

令和　年　月　日付けで許可（許可番号 I実承認第 号）を受けた内容について、下記のとおり変更したいので、IWC2026「SAKE部門」ひろしま開催ロゴマーク使用取扱要領第８条第１項の規定により申請します。
なお、変更後の使用にあたっては、同要領に定める事項を遵守します。


変更内容



様式第５号（第８条第２項関係）

令和　年　月　日

様


IWC2026「SAKE部門」ひろしま開催実行委員会会長



IWC2026「SAKE部門」ひろしま開催ロゴマーク使用内容変更許可書


令和　年　月　日付けで申請のあった、許可番号 I実承認第 号のロゴマークの使用内容の変更について、IWC2026「SAKE部門」ひろしま開催ロゴマーク使用取扱要領第８条第２項の規定により下記のとおり許可します。


１　変更許可内容は、ロゴマーク使用内容変更許可申請書のとおりとする。


２　IWC2026「SAKE部門」ひろしま開催ロゴマーク使用取扱要領を遵守すること。




様式第６号（第８条第３項関係）

令和　年　月　日

様


IWC2026「SAKE部門」ひろしま開催実行委員会会長



IWC2026「SAKE部門」ひろしま開催ロゴマーク使用内容変更不許可書


令和　年　月　日付けで申請のあった、許可番号 I実承認第 号のロゴマークの使用内容の変更については、下記の理由により不許可とします。


不許可とする理由


